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（（１１））指指標標のの現現況況  

項 目 名 基準年度 現況 目 標 

森林面積 
162,500ha 

（16年） 

157,876ha 

(26 年) 

森林面積の減少を抑えることに

より 1 5 9 , 7 0 0 h a 以上を確保 

します 

（29年※1） 

農用地面積 
135,100ha 

（16年） 

127,383ha 

(26 年) 

農地面積の減少を抑えることに

より 1 2 8 , 1 0 0 h a 以上を確保 

します 

（29年※1） 

海域における環境基準達成率 

（ＣＯＤ※2） 

63.6% 

（18年度） 
〔参考〕 

全国（H18） 

74.5％ 

45.5％ 

(27 年度) 
〔参考〕 

全国（H27） 

81.1％ 

全国平均並みの達成率を確保 

します 

（30年度） 

※1：千葉県国土利用計画による 

※2 ＣＯＤ（化学的酸素要求量）:有機物などによる水質汚濁の程度を示すもので、酸化剤を加えて水中の有機物と反応（酸

化）させた時に消費する酸化剤の量に対応する酸素量を濃度で表した値。数値が大きくなるほど汚濁が著しくなる。 

 

 

 

 

 

 

【２７年度の主な取組】 

① 健全な森林整備・保全対策の推進 

ア 適切な森林管理・整備の推進 

・森林経営計画の策定を支援する森林経営計画推進事業（1,365ha）を実施しました。 

・県有林において 156haの森林整備を行いました。 

・林地開発事業者等を対象にした緑化技術講習会を開催しました。 

・津波や松くい虫による被害が大きい、海岸防災林の再生に重点を置いて事業を実施しました。 

イ 森林の持つ多様な機能の活用 

・環境学習や林業体験の場として、教育の森（79箇所）が設置・利用されています。 

・「ちばの木」に触れ合う機会となる、木工作品コンクールの開催支援や全５回の木工出前教室を

開催しました。 

ウ 環境の保全に向けた林業の活性化 

・県産木材を活用した内装材の製作・展示などの取組を支援しました。 

・「千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針」に基づき、県が発注する事業において 462

㎥の木材を利用しました。 

森林面積及び農用地面積については、基準年度と比較し減少しており、確保すべきとした

目標値を既に下回っています。 
また、海域における COD の環境基準達成率は、基準年度と比較し全国平均との差が拡大し

ています。 

３ .環境基本計画の進捗状況の点検・評価等

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針 
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② 農村環境の保全と活用 

ア 農地の保全と担い手の確保 

・多面的機能支払交付金を活用して県内 398 組織が農村の地域資源の保全に努めました。 

・耕作放棄地再生推進事業により、27年度中に 18.5haの耕作放棄地が解消されました。なお、新

規就農者は 402名でした。 

イ 環境保全型農業の推進 

・「ちばエコ農産物※」の認証推進（4,112ha）、エコファーマー認定推進（2,423 戸）等を行いまし

た。 
※ 化学合成農薬や化学肥料を通常の 2 分の 1 以下に低減し栽培されたことを千葉県が確認し

認証する農産物 

ウ 地域資源を活用した農山漁村の活性化 

・県内の農林水産物直売所や農林漁業体験が一目でわかるパンフレットの作成・配布

・100店舗以上の農林水産物直売所が参加する「ちばの直売所フェア」の開催

③ 湖沼・沿岸域の保全と活用 

ア 湖沼の水環境の保全 

・印旛沼、手賀沼については、「第 6期湖沼水質保全計画」の着実な推進を図るとともに、各種計

画に基づき、水環境の保全に取り組みました（4章 3節参照）。 

イ 沿岸域の保全と活用  

・東京湾の水質浄化については、「第 7次東京湾総量削減計画」に基づく対策を推進し、パンフレ

ットの配布による啓発活動など、汚濁負荷量を削減するための各種取組を行いました（4章 3節

参照）。 

・三番瀬については、「千葉県三番瀬再生計画（第 3次事業計画）」（計画期間：26～28年度）に基

づき、29 事業を行いました。その内、三番瀬のラムサールの登録の促進については、地元関係

者や関係機関との協議・調整を行いました。 

・沿岸域については、人工魚礁の設置などの漁場整備、九十九里浜での養浜事業を行いました。 

  

【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】 

 ・森林資源は、人工林を中心に本格的な利用が可能な段階に入っているものの、木材価格の長期に

わたる低下傾向により、森林所有者の経営意欲が低迷しているため、森林組合などの担い手を育

成強化するとともに、小規模な民有林の整備が課題となっています。 

 ・印旛沼及び手賀沼については、「第 6期湖沼水質保全計画」を策定し、各種対策を総合的に推進し

てきたところですが、環境基準を達成しておらず、より一層の水質改善が必要です。 

・海域の環境基準達成率については、東京湾において環境基準が設定されている水域のうち、利用

目的などにより環境基準の設定が厳しい水域で達成状況が悪い状況にあります。東京湾へ流入す

る流域の汚濁負荷量は、様々な取組により低下していますが、気象などの自然環境の変化による

要因もあることから、改善には長期間を要します。 

・農林漁業体験の受入拡大のための人材育成研修の開催や広域ネットワーク化の推進
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【分析結果を踏まえた今後の対応方針】 

 ・小規模な森林など管理が不十分な森林整備の集約化・低コスト化を推進するとともに、県産木材

の利用促進などにより、持続的な森林整備を進めます。 

・農振法に基づく農業振興地域内の農用地の適正な管理や、厳格な農地転用許可制度の運用などに

より、農地の確保に努めます。  

産促進等の取組や、認知度向上を図る活動に対して支援を強化します。  

・担い手を確保するため、関係機関から情報提供や技術習得支援を行うなど、多様な就農希望者に

対し、細やかに対応します。  

 

 

・「ちばエコ農業」生産者協議会を中心とする生産者が相互に連携して行う「ちばエコ農産物」の生

・引き続き、「ちばの直販所フェア」によるＰＲ活動や、農林漁業体験の受入スキルアップの研修

　会、受入拡大のための広域ネットワークの推進などの取組を進めます。

・第7期湖沼水質保全計画を策定し、総合的な水質保全対策を進めます。また、パンフレットの配

　布による啓発活動など、汚濁負荷量を削減するための各種取組を行います。

・護岸の安全性を確保するため、三番瀬における県が管理する港湾区域内の護岸を巡視、点検す

　る等、適正に維持管理を行います。

・海域の環境基準達成率については、東京湾において環境基準が設定されている水域おいて、現

　在、第８次東京湾総量削減計画を策定中であり、この計画に基づき水質改善に係る取組をさらに

　推進します。

・三番瀬については、引き続き、29事業を行います。また、28年度は事業計画の最終年度のた　

　め、個々の事業の進捗状況を把握した上で評価を行い、継続が必要な事業については、それぞ

　れの分野の施策中で対応することを検討していきます。  

図表 2-3-4 森林面積の推移 

162,466
162,221

162,242
161,732

161,257
160,961 160,933

159,433
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162,000
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164,000
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 出典：「土地利用現況把握調査」 

ha 
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図表 2-3-5 農用地面積の推移 
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  出典：「土地利用現況把握調査」 
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図表 2-3-6 海域におけるＣＯＤの環境基準達成状況 
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（１）　都市の緑地の現状
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図表 2-4-1 特別緑地保全地区の指定状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
これらの代償措置として損失補償、土地の買

取り及び固定資産税の減免措置等がとられてい 
ます。（図表 2-4-1） 
（ウ）緑化地域制度 

  良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し

ている市街地などにおいて、一定規模以上の建

築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一

定割合以上の緑化を義務付ける制度です。 
市町村長は都市計画で地域地区として緑化地

域を都市計画決定するとともに、緑化率の最低

限度を定めます。 
これにより効果的に緑を創出することができ

ます。 
（エ）緑地協定 

  土地所有者等の合意によって、既存の樹木等

緑地の保全や生垣の設置等緑化に関する協定を 

(28年３月末現在) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
締結し、住民の積極的な協力によって計画的な 
緑化の推進を図る制度です。（図表 2-4-2）       

図表 2-4-2 緑地協定締結状況 (27年３月末現在) 
市町村 協定件数 協定面積 ha 

千葉市 176 611.97  

市川市 12 6.46  

佐倉市 17 56.00 

東金市 4 33.31  

柏市 3 35.16  

市原市 1 1.85  

流山市 14 9.70  

八千代市 72 72.01  

我孫子市 7 42.54  

浦安市 1 3.81  

四街道市 5 19.38 

印西市 1 1.47  

計 313 893.66 

市町村 名  称 位  置 面積ha 指定年月日 

市川市 平田特別緑地保全地区 市川市平田２丁目の一部の区域 0.7 S56. 3.20 

〃 子の神特別緑地保全地区 〃 北方３丁目の一部の区域 0.7 〃 

〃 宮久保特別緑地保全地区 〃 宮久保４丁目の一部の区域 0.6 〃 

我孫子市 船戸特別緑地保全地区 我孫子市船戸１丁目の一部の区域 2.0 S57. 8. 6 

佐倉市 鏑木特別緑地保全地区 佐倉市鏑木町字諏訪尾余の一部の区域 1.9 S59. 8.21 

千葉市 登戸緑町特別緑地保全地区 千葉市中央区登戸５丁目及び稲毛区緑町の一部の区域 1.1 H元. 3.14 

柏市 南柏特別緑地保全地区 柏市豊四季弁天谷の一部の区域 0.5 〃 

流山市 松ヶ丘特別緑地保全地区 流山市松ヶ丘 1丁目の一部の区域 0.3 〃 

千葉市 都町西の下特別緑地保全地区 千葉市中央区都町１丁目の一部の区域 0.7 H４. 5.15 

〃 宮崎台特別緑地保全地区 千葉市中央区宮崎町の一部の区域 1.8 H８. 3. 1 

〃 川戸特別緑地保全地区 千葉市中央区川戸町の一部の区域 4.1 H10. 8.18 

〃 花島観音特別緑地保全地区 千葉市花見川区花島町の一部の区域 0.4 〃 

〃 柏井特別緑地保全地区 千葉市花見川区柏井町の一部の区域 6.2 H18.10.31 

〃 作草部特別緑地保全地区 千葉市中央区椿の森３丁目及び稲毛区作草部町の一部の区域 0.9 〃 

〃 坂月特別緑地保全地区 千葉市若葉区坂月町の一部の区域 4.6 H19.11.30 

松戸市 栗山特別緑地保全地区 松戸市栗山の一部の区域 2.0 
H20. 3.21 

(H26.2.25) 

千葉市 長作特別緑地保全地区 千葉市花見川区長作町の一部の区域  4.6 H20. 9. 5  

柏市 酒井根特別緑地保全地区 柏市東山１丁目及び酒井根６丁目の一部の区域 
0.9 H20.11.28 

0.6 H27.3.20 

千葉市 縄文の森特別緑地保全地区 千葉市若葉区小倉町､加曽利町､桜木 2 丁目及び桜木 8 丁目の各一部 22.0 H22.2.26 

〃 源特別緑地保全地区 千葉市若葉区源町の一部の区域 4.9 H22.2.26 

柏市 箕輪特別緑地保全地区 柏市箕輪字稲荷 461-1 0.4 H23.1.21 

松戸市 矢切特別緑地保全地区 松戸市下矢切字坂之上及び字大堀の各一部の区域 
0.8 H23.3.15 

0.5 H26.2.25 

千葉市 仁戸名特別緑地保全地区 千葉市中央区仁戸名町の一部の区域 8.2 H24.8.17 

〃 貝塚特別緑地保全地区 千葉市若葉区貝塚町の一部の区域 1.6 H25.3.1 

松戸市 幸谷特別緑地保全地区 松戸市幸谷字熊ノ脇の一部の区域 1.5 H25.3.15 

計 25地区  74.5  
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（オ）市民緑地制度 

  土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者

と地方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑

化施設を公開する制度です。 
これにより、地域の人々が利用できる公開され

た緑地が提供されます。 
土地所有者には相続税の評価減等のメリット

があります。 
（カ）緑の基本計画 

  緑の基本計画は、市町村が独自性、創意工夫

を発揮しながら住民の意見を反映させ、緑地の

適正な保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的

に実施するため、その目標と実現のための施策

等をまとめた計画です。 
この計画の策定状況は、28年３月末現在、都

市計画区域の対象 48 市町村のうち、策定済が

27 市町、今後策定予定が５市町であり、その重

要性に配慮した早急な施策が求められています。 
（キ）緑化施設整備計画認定制度 

  緑の基本計画に定められた緑化重点地区・緑

化地域内において、民間の建築物の屋上、空地

など敷地内を緑化する計画を市町村長が認定す

ることで、事業者が緑化に関して税制面で優遇

措置を受けることができます。 
（ク）緑地管理機構制度 

  都道府県知事は、緑地の保全や緑化の推進を

目的として設立されたＮＰＯ法人や公益法人を 
 

図表 2-4-3 首都圏近郊緑地保全区域指定状況 
 

 
 
  

  

(27年３月末現在) 

 

 
 
 
 

 
 
 

緑地管理機構に指定することができます。 
緑地管理機構は地方公共団体に代わって管理

協定に基づく緑地の管理や土地の買取り等を行

うことができます。 
 イ 首都圏近郊緑地保全法の概要と指定等の状況 

  首都圏近郊整備地帯において良好な自然環境

と相当規模の広さを有している緑地を保全する

ため、「首都圏近郊緑地保全法」が制定されてい

ます。 

保全区域を指定したときには国土交通大臣に

より定められた近郊緑地保全計画に則って、緑

地保全に必要な施設の整備等を行うこととなっ

ています。 

  また、指定された保全区域における一定の行

為については届出が必要となっています。特に

自然環境が重要なところについては、特別保全

地区として都市計画に定め、この地区内での建

築物の新築、土地の形質変更等の行為について

は許可制がとられています。（図表 2-4-3） 

  なお、地方分権一括法の施行に伴い、12年度

から行為の許可事務等が当該市へ権限委譲され

ました。 

ウ 生産緑地地区の状況 

  都市化の進展に伴い、市街化区域内において

優れた農地が無秩序に市街化され生活環境の悪

化をもたらすことから、これらを計画的に保全

し良好な都市環境をつくるため「生産緑地法」

に基づき生産緑地地区を市が都市計画決定して

います。（図表 2-4-4）    (28年３月末現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 名   称 決定年月日 面積 ha 所在地 

千葉市 

  

東千葉近郊緑地保全区域 S42. 2.16 734.0  

千葉市若葉区五十土町、川井町、大広町、

佐和町及び野呂町並びに緑区平山町、高

田町及び辺田町の各一部の区域 

東千葉近郊緑地特別保全地

区 S42. 3.25 61.3  
千葉市緑区高田町及び若葉区野呂町の

各一部の区域 

市川市 

  

行徳近郊緑地保全区域 S45. 5.25 83.0  
市川市大字湊、湊新田及び欠真間の各一

部の区域並びにその地先 

行徳近郊緑地特別保全地区 S45. 8.28 83.0  同上 

君津市 君津近郊緑地保全区域 S48. 6.20 635.0  
君津市大字草牛、六手、馬登、作木、大

山野、尾車の各一部の区域 

野田市 
利根川・菅生沼 
近郊緑地保全区域 

S52. 9.21 862.0  

野田市大字長谷、小山、船形、目吹、木

野崎、三ツ堀、瀬戸、関宿江戸、旧関宿

町関宿三軒屋、関宿台町、新田戸、桐ケ

作、古布内及び木間ケ瀬の各一部の区域 

（注）１．東千葉近郊緑地特別保全地区は、同保全区域の一部である。 
   ２．行徳近郊緑地特別保全地区は、同保全区域の全域である。 
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図表 2-4-4 生産緑地地区指定状況(27年12月末現在)  

市町村 市街化 
区域面積 ha 

市街化区域内農地のうち 
生産緑地指定 

地区数 面積 ha 
千葉市 12,881  459 103.57 

市川市 3,984  328  97.18 

船橋市 5,509  514  189.22 

木更津市 3,400  85  10.94  

松戸市 4,444  535 135.86 

野田市 2,399  194  34.77  

成田市 2,326 81  27.46 

佐倉市 2,424  15  3.76 

習志野市 1,859  98  16.44 

柏市 5,453 580 176.27 

市原市 6,125  141 22.16 

流山市 2,151  275 82.32 

八千代市 2,238  189 52.19 

我孫子市 1,615  128  29.71 

鎌ケ谷市 1,073  156 68.55 

君津市 2,195  25  3.67  

富津市 1,493 58  12.94  

浦安市 1,697  0  0.00  

四街道市 1,245  72  20.87  

袖ヶ浦市 2,135  63  8.80  

印西市 1,907 18  2.58  

白井市 847  48 42.14 

富里市 479  40 11.48 

合計 

23市 
69,879 4,102 1,152.88 

 (うち旧法地区) 

市町村 
市街化区

域面積 ha 

市街化区域内農地の 
うち生産緑地指定 種別 

地区数 面積 ha 

船橋市 5,509  1  7.17 旧第一種 

白井市 847  7  21.39  旧第一種 

計 6,356  8  28.56   
 

エ 風致地区の状況 

  都市における風致、景観の維持を目的として

「都市計画法」に基づく地域地区のひとつとし

て指定されています。（図表 2-4-5） 

  風致地区内では、「千葉県風致地区条例」又は

各市の風致地区条例に基づき、建築物の新築、

土地の形質変更等の行為について知事又は市長

の許可が必要とされ、都市の風致の維持がなさ

れるよう規制が行われています。市川市は 25

年４月１日に、銚子市、香取市は 26 年４月１日

に、船橋市は 27年１月１日に各市において風致

地区条例を策定しました。 

  なお、千葉県の風致地区条例は、27 年４月２

日に廃止されました。 

 

図表 2-4-5 風致地区指定状況     (28年 3 月末現在) 

(注) ( )は最終指定年月日 
 

オ 保存樹・保存樹林の状況 

  「都市の美観風致を維持するための樹木の保 

存に関する法律」により、市町村長は、都市計 

画区域内の樹木又は樹木の集団を、保存樹又は 

保存樹林として指定できます。27年３月末現在、

千葉市で保存樹林１箇所 5,990㎡、市川市で保

存樹 10本、保存樹林４箇所 18,074㎡が指定さ

れています。また、16市で各市の条例により保

存樹 2,775 本、保存樹林 1,537 箇所 5,864,583

㎡が指定され、良好な都市環境の維持向上を図

っています。 

カ 地区計画制度等 

  身近にある比較的小規模な屋敷林、社寺林、

草地等の緑化について、地区計画制度等を活用

して緑地の保全のための規制を現状凍結的にか

ける制度です。 

キ 緑化協定の概要と締結状況 

（ア）協定の概要 

  一定規模以上の工場用地、住宅用地等の土地

所有者又は管理者を対象とし、「千葉県自然環境

保全条例」第 26 条の規定により、用地別及び

新・既設別に応じて＊緑地率を規定し、緑化の

実施及び維持管理について協定を締結していま

す。また、県は協定締結者に対し緑化技術等の

指導助言を行っています。 

市 風致地区 面積 ha 指定年月日 
銚子市 御前鬼山   10.8 S11.12.28(S49. 1.29) 

 川 口   13.2 

海鹿島   42.0 S11.12.28 

犬吠埼  204.3 S11.12.28(S49. 1.29) 

七ツ池  154.1 

船橋市 葛 飾   95.0 S13.10.22(S48. 2.27) 

中山競馬場   89.1 S13.10.22(S44. 4. 9) 

法 典  107.2 S13.10.22(S60.11. 8) 

滝不動 217.0 S13.10.22(S48. 2.27) 

市川市 国府台   596.0 S13.10.28(S48.12.28) 

 八 幡   54.0 

法華経寺   60.0 

大 町  52.0 S48.12.28 

利風苑  7.0 

香取市 佐 原  244.0 S17. 4. 4 

香取神宮  357.0 

計 16 地区 2,302.7  
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（イ）協定の締結状況 

  27 年度には、工場用地等に係る 22 件につい

て 9.4haの緑地を確保する協定を締結しました。

28 年３月末における締結中の協定の総数は

1,012 件、緑地面積は合計 1,375.57haとなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県の施策展開 

 ア 緑の空間の創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都市の緑化対策

 都市においては、地表の多くがコンクリートな

どで覆われ、ビルが立ち並ぶなど生物の生存の基

盤となる土壌の露出が限定されています。

　このような中で都市の緑の空間は、身近なうる

おいややすらぎを与える場としてだけではなく、

レクリエーションや防災などの機能を果たすほか、

（ア）都市公園の整備

　都市公園は、都市における自然環境の保全、レ

クリエーションの場の提供、都市防災の拠点等の

機能を持ち、都市の基盤整備であることから、そ

の施設の整備充実を図っています。県では、地域

住民の広域的な利用を図ることを目的とした公園

を中心に整備することとしており、長生の森公園

（茂原市）、八千代広域公園（八千代市）、市野谷

の森公園（流山市）等の事業を進めています。   

本県における都市公園等は、27年３月末現在34市

５町１村で6,741箇所、面積4,056.39ha が開設さ

れており、都市計画区域内人口１人当たりの公

園面積は約6.71㎡となっています。

（図表2-4-6） 

大気の浄化や都市特有のヒートアイランド現象の

緩和、動植物の生息・生育空間の確保による生物

多様性の保全など大きな役割を担っています。 
　このため、本県においては特別緑地保全地区

結などにより都市部に残された貴重な緑地の保 
全を図るとともに、都市公園の整備などにより 
新たな緑の空間の創出に努めています。 

等の指定や住民との合意による緑地協定の締  
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（イ）ビオトープの推進 

学校＊ビオトープフォーラムは 24年度で終了

し、25 年度からは県内の企業・市民団体・学校

等でビオトープの整備や維持管理に携わる方々

を対象とした「ビオトープ実地講座」を実施し

ています。 

 イ 緑化意識の高揚 

  県立都市公園においては，公園利用者等に緑

化意識の向上や公園に親しんでもらうために相

談業務等を、青葉の森公園，柏の葉公園及び北

総花の丘公園において行っています。 

このほか指定管理者の自主事業により講習会

等を行っている公園もあります。 

  

 

 

ウ 都市地域の農地の活用 

生産緑地法によって指定された生産緑地地区

を保全することにより、開発等による農地の減

少を抑止し、都市部における緑地の保全を図っ

ています。 

また、都市農業の安定的な継続と、都市農業

の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良

好な都市環境の形成に資することを目的に、平

成 27年に「都市農業振興基本法」が施行されて

います。 

 

ア うるおいある水辺空間の整備 

  河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の

種類  種別 
箇所 面積(ha) 内    容 

 

 

街区公園 5,271 735.28  もっぱら住区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で面積 0.25haを標準として配
置する。 

近隣公園 286 521.36 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、１近隣住区当たり１か所

を面積２haを標準として配置する。 

地区公園 65 329.32 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で１住区当たり１か所、

面積４haを標準として配置する。 

 

総合公園 34 647.14 都市住民全般の休息、鑑賞、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都
市規模に応じ１か所当たり面積 10 ～ 50haを標準として配置する。 

運動公園 24 326.94  都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ１か所当
たり面積 15 ～ 75ha を標準として配置する。 

都市林 0 0 主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園であり、都市
の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する 

広場公園
19 4.85 主として商業・業務系の土地利用が行なわれる地域において都市の環境の景観の向上、周辺施

設利用者のための休息等の利用に供することを目的として配置する。 

特殊公園 41 214.46 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園でその目的に則し配置する 

 

広域公園 
6 275.2 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする

公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック単位ごとに 1 か所

程度面積 50ha以上を標準として配置する。 

リクリエーシ

ョン都市 

1 38.33  大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充
足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な

公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の
都市圏域から容易に到達可能な場所に全体規模 1,000haを標準として配置する。 

緩衝緑地 
25 184.07 大気の汚染、騒音・振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止

を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断す
ることが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 

都市緑地 

895 702.51 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であ
り、0.1ha以上を標準として配置する。ただし、既成市街地等において良好な樹林地帯がある場合
あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合

にあっては、その規模を 0.05ha以上とする。 

緑道 

73 76.93 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ること

を目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹及び歩行者は自転車
路を主体とする緑地で幅員 10 ～ 20ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前
広場等を相互に結ぶように配置する。 

国営公園 

0 0 主として一の都道府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置
する大規模な公園にあっては、１か所当たり面積おおむね 300ha 以上を標準として配置し、国家
的に記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するよう整

備する。 

合計 6,741 4,056.39    4,056.39（総公園面積）    ＝6.71㎡／人 

6,045千人（都市計画区域内人口） 

図表 2-4-6 都市公園の種類及び現況 （27 年３月末現在） 
 
 
 

（２）水辺空間の形成

（イ）協定の締結状況 

  27 年度には、工場用地等に係る 22 件につい

て 9.4haの緑地を確保する協定を締結しました。

28 年３月末における締結中の協定の総数は

1,012件、緑地面積は合計 1,375.57ha となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県の施策展開 

 ア 緑の空間の創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）都市の緑化対策

 都市においては、地表の多くがコンクリートな

どで覆われ、ビルが立ち並ぶなど生物の生存の基

盤となる土壌の露出が限定されています。

　このような中で都市の緑の空間は、身近なうる

おいややすらぎを与える場としてだけではなく、

レクリエーションや防災などの機能を果たすほか、

（ア）都市公園の整備

　都市公園は、都市における自然環境の保全、レ

クリエーションの場の提供、都市防災の拠点等の

機能を持ち、都市の基盤整備であることから、そ

の施設の整備充実を図っています。県では、地域

住民の広域的な利用を図ることを目的とした公園

を中心に整備することとしており、長生の森公園

（茂原市）、八千代広域公園（八千代市）、市野谷

の森公園（流山市）等の事業を進めています。   

本県における都市公園等は、27年３月末現在34市

５町１村で6,741箇所、面積4,056.39ha が開設さ

れており、都市計画区域内人口１人当たりの公

園面積は約6.71㎡となっています。

（図表2-4-6） 

大気の浄化や都市特有のヒートアイランド現象の

緩和、動植物の生息・生育空間の確保による生物

多様性の保全など大きな役割を担っています。 
　このため、本県においては特別緑地保全地区

結などにより都市部に残された貴重な緑地の保 
全を図るとともに、都市公園の整備などにより 
新たな緑の空間の創出に努めています。 

等の指定や住民との合意による緑地協定の締  

―65―



（３）緑と水辺のネットワークづくり
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３．環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

項 目 名 基準年度 現況 目 標 

1人当たり都市公園面積 

（都市計画区域人口） 

6.02㎡/人 

（17年度末） 
[参考] 

全国（H17末） 

9.1㎡/人 

6.71 ㎡/人 

（26年度末） 
[参考] 

全国（H26末） 

10.2㎡/人 

全国平均値に近づけます 

（30年度） 

 

 

【２７年度の主な取組】 

① 都市の緑化対策 

ア 緑の空間の創造 

・県立都市公園の整備を行うとともに、都市公園の整備を促進するため、関係市町に向けた会議

や講習会を開催し、技術や知識の向上を図りました。 

・前述した緑化協定締結のほか（1章 2節参照）、屋上緑化・壁面緑化の普及・促進を図るため、

関係市及び庁内関係課による推進会議や都市緑化政策に関する講習会を開催するとともに、ビ

オトープに関する知見の習得のための実地講座を開催しました。 

イ 緑化意識の高揚 

・緑化意識の高揚を図るため、県立公園のイベント等において都市緑化の普及・啓発活動を計３

回実施しました。 

ウ 都市地域の農地の活用 

・農業に関して生産者と消費者の相互理解を深める場となる農業体験施設や直売所、市民農園等

の利用促進を図るため、県ホームページやガイドブックを活用し、情報発信を実施しました。 

 ② 水辺空間の形成 

ア うるおいのある水辺空間の整備 

・大津川、根木名川などで多自然川づくりの考え方を踏まえた河川整備を実施しました。 

・流域下水道の終末処理場で処理した高度処理水を海老川水系の長津川、飯山満川支川に放流す

ることにより、河川の流量を確保し、水環境の改善を図りました。 

イ 河川等の水辺空間の美化意識の啓発 

・県民や市民団体等が河川の美化意識や関心を高めるために、千葉県河川海岸アダプトプログラ

ム※を実施し、61団体が草刈等の河川美化活動を行いました。 

※ アダプトとは英語で「養子にする」の意味で、道路・公園等の一定区域の公共の場所を養子

に見立て、市民活動団体等が里親となって環境美化を行い、行政がこれを支援する制度。 

③ 緑と水辺のネットワークづくり 

・27 年度は、「緑の基本計画」の策定団体はありませんでしたが、引き続き河川等の既存の自然環境

を活用するとともに、道路、護岸等に生物の移動に配慮した構造等を取り入れ、動植物の生息・

生育環境の連続性の確保に努めています。 
 

 
一人当たり都市公園面積は、基準年度と比べ増加しているものの、全国平均値との差は

拡大しています。

（１）指標の現況

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針

（２）評価
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【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】 

 ・１人当たり都市公園面積の目標を達成するためには、県立都市公園の整備推進と併せて、市町村

都市公園の整備を促進していく必要がありますが、既存施設の維持補修を優先させているため、

新規整備が財政的に難しくなっています。 

 ・河川海岸アダプトプログラム参加団体の一部には、構成員の高齢化が進み、活動の継続を断念し

てしまう団体がでてきているのが課題です。 

 

【分析結果を踏まえた今後の対応方針】 

 

 

・限られた予算の中で効率的に都市公園を整備していきます。

・都市緑化の普及・促進を図るとともに、ビオトープに対する理解を深めるため、企業・学校関

　係者等を対象とした実地講座を開催します。

・いろいろな機会を通じ河川海岸アダプトプログラムを紹介し、参加団体を増やし、活動を支援

　していきます。

・生物の移動に配慮した道路整備を進めます。

・農業に関して生産者と消費者の相互理解を深めるため、県ホームページやガイドブックを活用

　し、情報発信を行います。

・大津川、根木名川などで多自然川づくりの考え方を踏まえた河川整備を行います。

・千葉県河川海岸アダプトプログラムの周知、啓発活動に努め、河川美化・愛護思想の向上を図

　ります。

・緑と水辺のネットワークづくりを推進するため、関係市と協議をしてまいります。   
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（１）野生生物の生息・生育状況
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